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 東部の環境をよくする会が「二枚

橋跡地の小金井市所有分に非焼却施

設を建設すること」に反対の理由の

要旨は以下の通りです。 
①平成 16年 5月 28日、小金井市長
は国分寺市長に「 二枚橋焼却場で

処理を中止したのちは、小金井市の

可燃ゴミを国分寺市で 10 年程度処
理し、その後は小金井市が責任をも

って確保する用地で国分寺市と共同

で新焼却施設を整備する」と提案し

ている経緯があります。二枚橋跡地

の小金井分は 4100 ㎡（実際には
3500㎡前号になるという）を「責任
を持って獲得した用地」とは言えな

いし、焼却施設を非焼却の処理施設

にして提案するわけにもいきません。 
 そもそも小金井市長は非焼却施設

の建設に同意しておりません。そも

そも小金井市長は非焼却施設の建設

に同意しておりません。 
②市民検討委員会は焼却なら 8000
㎡以上、非焼却なら 6000 ㎡以上と
決めています。にも拘らず「小金井

が所有する 4100 ㎡の二枚橋焼却場
用地で(加水分解等の)の非焼却施設
を建設すること」というのは、自ら

の決定に唾することで、全く筋が通

っていません。 
③小金井・国分寺両市の 20 万人口
の、一般の家庭からの可燃ゴミを、

全く焼却することなく、妥当な費用

で、安定的、着実に非焼却処理する

技術・方法を 2008年 10月 12日現
在得ていません。 
「小金井市が所有する 4100 ㎡の二
枚橋焼却跡地で（加水分解等の）非

焼却施設を建設すること」というの

は、未だ技術の不確かな実験非焼却

施設を建設する危険性があります。  
④、焼却にするか否か等は平成 21
年から 22 年の「専門家による（仮
称）新焼却施設に係る処理方式選定

委員会」で決める手順です。専門知

識の不十分な私たちが決めるのは越

権行為です。 

 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
視聴者の怒りの声 
 

１）電波は国民のもの 
２）NHK 受信料の強制徴収は憲 

法違法 

３）視ただけ払う制度にせよ!! 
 
       シリーズ 25-151 
 
9,10月の相談電話・手紙７件  
9,10月の拒否ｼｰﾙ申込数 ８件 

 
累積拒否シール発行枚数   

                 155,533枚 
今、ケーブルテレビに受信料

を払っていてＮＨＫの受信は不

要とセールスに申し上げたら、

非国民扱いされ、凄く気分をこ

わしました。 
 

今まで、受信料は、払ったこと

がありまんし、契約したことも

ありません。 
 
又、私の子供の所も同様に、セ

ールスが来て、びくびくしてお

ります。 
 
2008．9．5． 

     (群馬県、Ｎ・Ｋ ) 
 
 

       約 3500 ㎡で両市のゴミ処理無謀 

市民検討委の結論にも反する 

      二枚橋跡地の中の小金井分（斜線部分） 

二枚橋の小金井 

市有地へ建設反対 


